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表示事項

表示の区分 対象となる栄養成分等

義務表示
【基本５項目】

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、
ナトリウム（食塩相当量で表示）

推奨表示 飽和脂肪酸、食物繊維

任意表示
n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、糖質、糖類、
ミネラル類（ナトリウムを除く。）、ビタミン類

★栄養成分表示に用いる名称については、以下のように表示することも可能です。
熱量 → エネルギー
たんぱく質 →   蛋白質、たん白質、タンパク質、たんぱく、タンパク
ナトリウム →    Na                 
カルシウム →    Ca
鉄 → Fe                
ビタミンA → V. A

（注）その他、トランス脂肪酸の表示についてもルールが示されています。

3



4



※（消費税法第９条第１項）消費税を納める義務が免除される事業者
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者
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表示する値を得る方法について

①分析により値を得る場合
値の設定に用いる分析方法は、食品表示基準に規定にされる場合※１を

除き、特段の定めはありません。
※１ 栄養強調表示（低カロリー、減塩等の表示）をする場合、強調された栄養

成分等の値は食品表示基準別表第９第３欄に掲げる方法によって得る

こととされています。

②計算値により値を得る場合
データベース等の値を用いる、又はデータベース等から得られた個々の

原材料の値を計算して表示値を求めることも可能です。

栄養強調表示（低カロリー、減塩等の表示）をする場合、
強調する熱量及び栄養成分は、食品表示基準別表第９第３欄に掲げる
方法によって得られた値を表示しなければなりません。
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参照するのに適したデータベース等の例

日本食品標準成分表（文部科学省）

原則として最新版を利用します。

★日本食品標準成分表ウェブサイト

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/index.htm

★食品成分データベース

https://fooddb.mext.go.jp/

⇒食品検索して成分値を調べ、計算することもできます。

食品事業者団体が作成したデータベース

加工用原料製造者等による原料の栄養成分表示値

文献上の栄養成分含有量

文献上の栄養成分含有量を用いる場合、査読付き学術雑誌に掲載されて

おり、分析結果の妥当性が担保されているものとする。
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栄養強調表示について

栄養成分を強調する表示を行う場合、

①栄養強調表示の基準を満たさなければなりません。

②合理的な推定により得られた値による表示はできません。
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【栄養強調表示の規定】
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食品表示基準別表第９に掲げられていない成分を強調する場合は、栄養成
分表示と区分して、栄養成分表示に近接した箇所に記載することが望ましい
です。

栄養成分表示枠内に、食品表示基準別表第９に
掲げられていない成分を表示してはいけません。
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健康増進法では、食品として販売するものに関して広告その
他の表示をするときは、健康の保持増進の効果等（健康保持増
進効果等）について、「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤
認させる」ような表示（虚偽誇大広告等）を禁止しています。（健
康増進法第６５条第１項）

食品の虚偽誇大広告等の禁止について

古来から○○に
効くと伝えられ
ています！

絶対痩せる！
ダイエット食

品！
食べるだけで
○○予防！

○○に効くと
言われていま

す！
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健康保持増進効果等とは①

健康保持増進効果等 表示例

疾病の治療又は予防を
目的とする効果

「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、
「花粉症に効果あり」、「新型コロナウイルスの予防に」等

身体の組織機能の増強、
増進を主たる目的とする
効果

「疲労回復」、「強精（強性）強壮」、「体力増強」、「食欲増
進」、「老化防止」、「免疫機能の向上」、「脂肪燃焼を促進」
等

特定の保健の用途に適
する旨の効果

「本品はおなかの調子を整えます」、
「この製品は血圧が高めの方に適する」等

栄養成分の効果 「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」等

人の身体を美化し、魅力
を増し、容ぼうを変え、
又は皮膚若しくは毛髪を
健やかに保つことに資す
る効果

「美肌、美白効果が得られます」、「皮膚にうるおいを与えま
す」、「美しい理想の体形に」等

以下の効果等について、「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤認させる」表示
をした場合に違反となります。
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健康保持増進効果等とは②

健康保持増進効果等 表示例

含有成分の表示及び説明に
より表示するもの

「○○○（成分名）は、不飽和脂肪酸の一種で、血液を
サラサラにします」等

起源、由来等の説明により表
示するもの

「○○○という古い自然科学書をみると×××は肥満
を予防し、消化を助けるとある。こうした経験が昔から
伝えられていたが故に、×××は食膳に必ず備えら
れたものである。」等

新聞、雑誌等の記事、医師、
学者等の談話、学説、経験
談などを引用又は掲載する
ことにより表示するもの

○○ ○○（××県、△△歳）
「×××を３か月間毎朝食べ続けたら、９kg痩せまし
た。」等

行政機関（外国政府機関を
含む。）や研究機関等により、
効果等に関して認められて
いる旨を表示するもの

「××国政府認可○○食品」、
「○○研究所推薦○○食品」等
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「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤認させる」

であるか否かの判断について

表示内容全体から一般消費者が受け取る印象・認識を基準と
し、個別に判断します。

（１）「著しく」とは
消費者が広告等に書かれた内容と、その食品を摂取した場合に実際に得られる

効果との相違を知っていれば、その食品に誘引されることは通常ないと判断される
場合。

（２）「事実に相違する」とは
広告等において強調される表示内容と実際に得られる効果等が異なる場合。

（３）「人に誤認させる」とは
広告等から認識することとなる健康保持増進効果等の「印象」や「期待感」と実際

に得られる効果等に相違がある場合

客観的で正確な情報を消費者
に伝えなければなりません
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参考資料

知っておきたい食品の表示(消費者庁 令和４年１月)

早わかり食品表示ガイド(消費者庁 令和４年１月)

食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第４版

（消費者庁 令和４年５月）

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

（消費者庁 令和２年４月一部改訂）

※消費者庁作成の各種資料については、消費者庁ホームページから

ダウンロードできます。

栄養成分表示や虚偽誇大広告に関する
お問い合わせ・ご相談は
相双保健所 健康増進課 へ！

福島県相双保健所 健康福祉部 健康増進課
TEL:0244-26-1138 FAX:0244-26-1139
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